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Ⅲ　第3回会議について

協働・共創による新たな産業・経済振興策について

　 「いちご市パワーアップ事業（「Made in 鹿沼」の推進）」and

　　　 みんなで進める「移住・定住」促進作戦　をベースに

3

▷ エコノミーティングは、令和７年度は３回の開催を予定。

▷ 開催に先立ち、令和７年２月17日にキックオフミーティングを実施。

　「鹿沼のまちづくりの課題」をテーマに意見交換。

▷ 活発な意見を集約した結果、１回目の会議のテーマを『「Made in 鹿沼」の

　まちづくり～各分野における鹿沼自慢など～』として開催。

▷ ミーティング自体は大いに盛り上がったが、参加者がすべて男性であったこと

　から、２回目も同じテーマとし、女性中心のメンバーで実施。

▷２回目の会議では、まずは、1回目に出された意見を深掘し、続いて個人の意見

　を積極的に発言。女性ならではの視点で様々な提案を受けることとなった。

▷ 過去２回のミーティングの意見を詳細に分析したところ、多くの意見が 

 「いちご市」と「移住･定住」という２つのキーワードに集約されることとなった。

▷ 今回の第３回ミーティングは今年度最後であり、また、今年度は次期総合計画

　策定年度であることから、「協働・共創」を旗頭にスタートしたエコノミー

　ティングでの意見を、総合計画に反映させるべく、集大成として整理していく。

▷これまでのミーティングとの整合性を図るため、「いちご市」と「移住･定住」

　に関する意見を基本ベースとして取り扱うこととする。

➤ と… いうわけで・・・今回のミーティングのテーマは

 としました。



Ⅳ　ミーティング

◎本市では現在、次期総合計画の策定を進めています。

◎今回、令和7年度最後となる第3回ミーティングにおいて、産業界、金融界、
　行政が連携し、「Made in 鹿沼」をキーワードに「協働･共創による新たな
　産業･経済振興策」の発案を目指して、様々なご意見、アイディアをお願い
　します。

◎過去のミーティングおいて、特に意見の多かった2つの事業を議論のベース
　としてご用意しました。

■「いちご市鹿沼」とは …

◎人口減少が進んでいく中でも、都市間競争はますます厳しさを増しており、地方自治

　体は生き残りをかけて地域の特色を前面に出し、「選ばれる自治体」を目指して、

　それぞれが地域振興策を推進しています。

◎豊かな自然や伝統文化、産業など資源が豊富な本市は、それゆえにイメージが分散して

　しまう傾向がありました。そのため、シティプロモーションの一環として、対外的に打ち

　出す本市のイメージを絞り込み、そのイメージに沿った事業を展開することとしました。

１.「いちご市鹿沼」
　▷栃木県は作付面積、収穫量、産出額などが全国一の「いちご王国」であり、その中
　　でも本市は、３～４番手の市である。
　▷しかし、その歴史は古く、またその質は「日本一」との市場評価を得ることも
　　 多く、市民からも、鹿沼市のイメージは「いちご」という意見が多い。
　 ▷ これまで進めてきたシンボルキャラクター「ベリーちゃん」との整合性も取れ、
　　市民にも認知度が高く、また全国的にも伝わりやすいことから、「いちご市」を
　　まちづくりのメインイメージにすることとした。

２.いちご市宣言
　　 平成28年11月26日　鹿沼市は「いちご市」を宣言（来年は宣言10周年）

　
３.これまでの主な取り組み
　　 平成28年11月26日　「いちご市」宣言
　　　　　　　　　　　　　いちご市ロゴマークの制作、「市の果実」制定
　　 平成30年　　　　　　「いちごのもり」開催、いちご屋台、いちご神輿、
　　　　　　　　　　　　　鹿沼商工高生による「いちご焼き」
　　 令和元年　　　　　　  鹿沼商工高生が「青春いちごまんじゅう」開発
　　 令和５年　　　　　　 「いちごの聖地プロジェクト」始動
　　　　　　　　　　　　　･･･いちごオブジェを新鹿沼駅、市役所に設置
　　　　　　　　　　　　　･･･いちご神社を出会いの森いちご園に設置
　　　　　　　　　　　　　･･･いちごの樹を市役所ロータリーに植樹　　など4



　■鹿沼市の「移住・定住」対策とは …

◎昭和23年に旧鹿沼町が単独で市制施行し、その後、昭和29･30年に９村と合併した

　鹿沼市は、昭和25年時点では、市域全体で８万2千人の人口を擁していましたが、

　高度経済成長期を経て平成13年には9万4千人まで増加しました。

　これをピークに人口減少が始まり、平成18年には粟野町と合併して10万3千人となり

　ましたが、令和元年には9万6千人、令和7年には9万人を割り込んでいます。

◎鹿沼市は、県都宇都宮市に隣接し、市内にはJRと東武の交通機関、高速道路網等が

　充実、首都圏にも容易に移動できるため、進学時や就職、結婚など人生の節目節目で

　転出していくケースが多く見られます。また、こうした現象は、首都圏を除く多くの

　自治体において共通の課題となっています。

◎一方で、令和2年以降世界的猛威を振るった新型コロナウイルスにより、地方への

　移住・定住の流れは顕著になっており、本市においても、それらの受け皿となる

　べく対策を進めてまいりました。

◎令和4年に策定した「第8次鹿沼市総合計画」では、「政策7 行政経営(たくましさ）

　～将来を見据えた持続可能なまちづくり～」の「シティプロモーション・移住定住

　の戦略的推進」における取り組み方針として、以下のとおり位置づけています。
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     　◇◇◇現在鹿沼市が推進している主な事業メニュー◇◇◇

　

 
 ●移住定住に役立つ情報の発信、相談窓口の確立、お試し移住体験施設の運用、移住

　 定住支援制度の運用、官民連携による雇用移住定住促進体制の構築などの取組を

　 推進することにより、移住定住を推進します。 

 ●地域社会へ貢献することに意欲と情熱を有する者が、地域おこし協力隊員として移住･

　 定住し、積極的に活動を展開していくことができるよう支援を行います。 

 ●本市の魅力を市民に再認識してもらうなど、郷土愛の醸成を図ることで、転出抑制や

　 転出者のＵターンにつなげます。 

■移住定住情報の発信と受入体制を強化します。 

移住・定住の促進
移住支援補助金、新卒就職祝金、地方就職学生支援金、移住体験
おためしの家、おためし宿泊補助、モニタリングツアー

外部人材の登用 地域おこし協力隊、移住交流サロン



　　　いちご市パワーアップ事業（「Made in 鹿沼」の推進）1
　　　

■はじめに
・豊かな自然や伝統文化、産業など資源が豊富な本市は、それゆえにイメージが分散して

　しまう傾向にあった。

・そのため、本市を代表する農産物であり、誰からも愛される「いちご」を本市のメイン

　イメージとし、「いちご市かぬま」として全国への認知度を向上させる戦略をパワーアップ

　させ、いちごだけではない、いわゆる「Made in 鹿沼」の食、自然、産業などを、

　全国に売り出していくことを目的としている。

・「いちご市宣言」後、まもなく１０周年を迎える中で、改めて「いちご市」の狙いを

　理解し、よりわかりやすくするために「Made in 鹿沼」を新たなキャッチコピーに加え、

　官民連携の取り組みを進めることで、さらなるパワーアップを図っていく。

　※「■」市が既に取り組んでいる事業　「〇」エコノミーティングでの意見
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参 考
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　みんなで進める「移住・定住」促進作戦1　　　

　※「■」市が既に取り組んでいる事業　「〇」エコノミーティングでの意見
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 ■設置の目的と実施方法について   

１　設置の目的

 　産業界、金融界、行政が連携し、それぞれが本市の経済成長や産業振興、鹿沼をもっといい 

  まちにするためのアイディアや意見を出し合い、協働・共創によるまちづくりを推進すること

  を目的とする。

２　エコノミーティングの位置付け

　・産業界、金融界、行政が並列の立場で、それぞれの視点から、各回のミーティングテーマ

　　に対してのアイディアや意見を出し合う場とする。

　・次の団体等を基本のメンバーとし、さらに必要があれば、ミーティングテーマに応じて

　　関係する団体等からエコノミーティングに参加いただき、議論を深める。

　・議論された内容や意見、アイディア等について、各団体等の取り組みに何か反映でき

　　ないか検討する。

３　実施方法について

　・各回のミーティングテーマや参加団体等は、事前の会議で話し合い、決定しておく。

　・各団体等に、出席者について報告を依頼する。

　・各団体等は、ミーティングテーマに沿った意見やアイディアなどについて準備する。

　・当日、出席者にミーティングテーマに沿った各団体等の意見やアイディアについて発言

　　してもらい、また、それらの発言について意見の交換を行う。

　・エコノミーティングのファシリテーター(進行役)は、鹿沼ケーブルテレビに依頼する。

　・ミーティングについては、自由な意見交換を確保するため非公開とするが、話し合った

　　内容等は市ホームページなどで公表する。

　・ ミーティング終了時に、次回のテーマ等について決定する。

　・ 令和７年度は、３回の開催を検討する。

参考資料
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産業界 金融界 行　政

・鹿沼商工会議所

・粟野商工会

・上都賀農業協同組合

・鹿沼市森林組合

・粟野森林組合

・鹿沼相互信用金庫本部

・足利銀行鹿沼支店

・栃木銀行鹿沼支店

・市長

・副市長

  

■かぬまエコノミーティング   



　　　鹿沼市産業経済未来創造懇談会設置要綱

（設置）

第１条　産業界、金融界、行政が連携し、本市の産業・経済の振興に向けた意見を出し

  合い、協働・共創によるまちづくりを推進するため、「鹿沼市産業経済未来創造懇談会」

（以下「かぬまエコノミーティング」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条　かぬまエコノミーティングの所掌事項は、次のとおりとする。

　(1) 本市の産業･経済振興に関する事項

　(2) その他本市のまちづくりに関する事項

（構成）

第３条　かぬまエコノミーティングは、次に掲げる団体等（以下「団体等」という。）

  から選出された者をもって構成する。

   (1)鹿沼商工会議所

   (2)粟野商工会

   (3)上都賀農業協同組合

   (4)鹿沼市森林組合

   (5)粟野森林組合

   (6)市内金融機関

　(7)鹿沼市

２　市長は、必要があると認めるときは、団体等以外から選出された者をかぬまエコノ　

　ミーティングに出席させることができる。

（会議）

第４条　かぬまエコノミーティングは、市長が招集する。

２　かぬまエコノミーティングの進行は、市長が指名した者が務める。

（事務局）

第５条　かぬまエコノミーティングの事務局は、経済部に置く。

（その他）

第６条　この要綱に定めるもののほか、かぬまエコノミーティングの運営に関し必要

  な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
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　参考：かぬまってどんなとこ？（鹿沼自慢の一例）

□面積は490.64k㎡（県内3位)、うち７割が森林で、森林資源が豊富。

□７本（大芦川、荒井川、南摩川、粟野川、思川、永野川、黒川）の

　 清流が流れ、まちなかで鮎も釣れる。

□農林商工・サービス業等のバランスがよく、不景気にも強いまち。

　（昔から食えなくなったら鹿沼に行け…。と言われていたらしい）

□木工業、機械金属、精密機械等は世界進出をはたしている。

□宇都宮市に隣接し、２本の鉄道（JR・東武）も通り、有力な移住・

　 定住の候補地。

□いちごやにら等、鹿沼でできない農産物はない？と言われてきた

 　中で、近年では“いちご市”として売り出し中。

□麻、鹿沼土は本市の特産物。

□民俗文化も世界に誇れる実力。鹿沼秋まつり（国重文：ユネスコ

　 無形文化遺産登録）、発光路強飯式（国重文）、生子神社泣き

　 相撲（国選文）… 、高村光雲の「老猿」のふるさと、松尾芭蕉の

　 足跡も残っている。

□まちの駅設置数日本一（96か所)ということで、「おもてなしのまち」

　「アウトドアのまち」としても、次の展開を狙っているところ  … 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  などなど
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